
 

                               

                               

                                

  

  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                               

                               

                               

                                

                           

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

  

  

  

 

条例案の概要 
 

（美濃加茂市議会第２回定例会資料） 

令和８年６月５日 
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〔承第４号〕 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

   【議案書：７頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法

令 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号） 

条例改正に影

響する施行日 

令和８年４月１日 

改正された法

令 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。） 

条例改正に影

響する条 

法第３１３条、法第３１７条の２、法第３１７条の３の２、

法第３１７条の３の３、法第３５１条、法第４４３条、法

第４４４条、法第４５０条、法第４５１条、法第４５３条、

法第４５４条、法第４５７条、法第４６１条、法第４６３

条の１５、法第４６３条の１６、法第４６３条の１７、法

第４６３条の１８、法第４６３条の１８、法第４６３条の

１８、法第４６３条の１９、法第４６３条の２、法第４６

３条の２０、法第４６３条の２１、法第４６３条の２２、

法第４６３条の２３、法第４６３条の２４、法附則第５条

の５、法附則第５条の６、法附則第１５条、法附則第１６

条の２、法附則第１６条の３、法附則第２９条の１０、法

附則第２９条の１１、法附則第２９条の１６、法附則第２

９条の１８、法附則第２９条の９、法附則第３０条、法附

則第３０条の２、法附則第３３条の２、法附則第３３条の

３、法附則第３４条、法附則第３４条の２、法附則第３５

条、法附則第３５条の２、法附則第３５条の３の６、法附

則第３５条の４、法附則第４条の５、法附則第５条の４、

法附則第５条の４の２、法附則第６条及び法附則第７条の

３ 

〇 条例改正趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月３１日に公布され、地方

税法等が改正されたことに伴い、所要の改正を行いました。 

 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市税条例の一部改正 
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 （軽自動車税） 

 〇 軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う改正（第１１条の３、第１２条、第

６４条、第６５条、第６５条の３から第６５条の８まで、第６６条、第６

６条の２、第６７条、第６７条の２、第６９条、第７０条、第７１条、第

７２条、第７３条、附則第１２条の２から附則第１２条の６まで、附則第

１３条及び附則第１４条関係） 

趣 旨：軽自動車税（三輪以上の軽自動車の取得者に課税）の環境性能割の

廃止に伴い、軽自動車税を環境性能割と種別割に区別する必要がな

くなったことから、従来、種別割に関する条文中、種別割を軽自動

車税に改正し、廃止される環境性能割に関する条文は削ります。 

施行日：令和８年４月１日 

 

（個人住民税） 

 〇 特定大口株主配当等の特定配当等への追加（第２６条関係） 

趣 旨：所得割の納税義務者が、自己の同族会社である法人との合計で株式

等の保有割合が１００分の３以上となる内国法人から支払を受ける

上場株式等の配当等について、引き続き総合課税の対象とします。 

施行日：令和８年４月１日 

 

 〇 申告書の提出義務要件の変更（第２８条の３の３関係） 

  趣 旨：公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲の見直しに

伴い改正します。 

施行日：令和９年１月１日 

 

〇 納期前の納付を可能とする条文整備（第３２条関係） 

  趣 旨：システム標準化に伴い、納期限前に１年の税額を一括で支払うこと

できる全期前納の納付書を、新たに当初納税通知書に同封するため、

納期前に納付ができるようになることから整備します。 

施行日：令和８年４月１日 

 

〇 適用期限の延長に伴う改正（附則第３条の２、附則第３条の３、附則第３

条の３の２、附則第４条、附則第１５条の２、附則第１６条、附則第１７

条、附則第１７条の２、附則第１９条、附則第２０条、附則第２１条、附

則第２１条の２及び附則第２１条の３関係） 

・趣 旨：平成２０年度から平成２８年度までに個人の市民税の住宅借入金 

等特別税額控除の適用を受けた方は、令和８年度以後の課税にお 
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いて適用がなくなることから、当該規定は削除します。 

 施行日：令和８年４月１日 

 

・趣 旨：肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期

間は昭和５７年度から令和９年度までとなっていますが、昭和５

７年度から令和１２年度までに延長されます。 

   施行日：令和８年４月１日 

 

・趣 旨：優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る課税の特例の適用期間は昭和６３年度から令和８年度

までとなっていますが、昭和６３年度から令和１１年度までに延

長されます。 

 施行日：令和８年４月１日 

 

・趣 旨：特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セ

ルフメディケーション税制）の適用期間は平成３０年度から令和９

年度までと期限が定められていますが、期限が廃止されました。こ

れにより令和１０年度以降も当該制度が続きます。 

   施行日：令和９年１月１日 

 

・趣 旨：個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間は平成２２

年度から令和２０年度までとなっていますが、平成２２年度から

令和２５年度までに延長されます。 

 施行日：令和９年１月１日 

 

・趣 旨：優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る課税の特例を見直します。 

施行日：令和１０年１月１日 

 

〇 特定暗号資産取引に係る課税の見直しに伴い新設（附則第３条の４及び附

則第２０条の３関係） 

  趣 旨：所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡をした場合には、当該特

定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、

従来は他の所得と合計して市民税１００分の６の税率により申告を

通じて所得割を課税していますが、改正後は他の所得と分離して市民

税１００分の３の税率により申告を通じて所得割を課税することに
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変更します。。 

また、所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた特定暗号資

産の譲渡に係る損失の金額は、当該納税義務者の特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額の計算上控除することになります。 

施行日：金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令

和８年法律第●●号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日施行 

 

〇 字句の整理（第２６条の８、第２８条の２、第２８条の３の２、附則第３

条の４及び附則第５条の２関係） 

  趣 旨：法律の改正による項ずれ等を改正します。 

施行日：令和９年１月１日、令和１０年１月１日 

 

 （固定資産税） 

〇 固定資産税の免税点の変更（第４２条関係） 

  趣 旨：固定資産税の免税点について、家屋は従来２０万円であったものを

３０万円に、償却資産は従来１５０万円であったものを１８０万円に

それぞれ改正します。 

施行日：令和９年４月１日 

 

〇 納期前の納付を可能とする条文整備（第５１条関係） 

  趣 旨：システム標準化に伴い、納期限前に１年の税額を一括で支払うこと

ができる全期前納の納付書を、新たに当初納税通知書に同封するた

め、納期前に納付ができるようになることから整備します。 

施行日：令和８年４月１日 

 

○ 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）の特例割合等の変更（附則

第６条の２関係） 

趣 旨：法律の改正による条ずれ等を改正し、特例割合を国の参酌基準に合

わせて改正・新設します。 

施行日：令和８年４月１日 

 

○ 新築住宅等に対する固定資産税の減額適用に係る変更（附則第６条の３関

係） 

趣 旨：法律の改正による条ずれ等を改正し、改修特別特定建築物に対する

規定を新設します。 
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施行日：令和８年４月１日 

 

○ 令和２年７月豪雨に係る特例措置の変更（附則第６条の４関係） 

趣 旨：法律の改正による条ずれ等を改正します。 

施行日：令和８年４月１日 

 

○ 令和６年能登半島地震に係る特例措置の新設（附則第６条の５関係） 

趣 旨：現行の災害対応のための常設措置の適用終了後も支援を継続するた

め同一内容の特例措置を新設します。 

施行日：令和８年４月１日 

 

○ 令和６年度から令和８年度までの宅地等の固定資産税の特例の変更（附則

第８条関係） 

趣 旨：法律の改正にあわせて字句の整理をします。 

施行日：令和８年４月１日 

 

 （共通） 

〇 申請に係る事項の追加（第４２条の６、第４２条の６の２、第５２条、第

５５条、第５５条の２、第５５条の３、第７１条、第７２条、第１２６条

の３、第１４０条、附則第６条の３から附則第６条の５まで及び附則第２

３条関係） 

趣 旨：総合行政情報システムの標準化にあわせて、申請書等の個人番号及

び法人番号を記載するように改正します。 

施行日：令和８年４月１日 

 

第２条 美濃加茂市税条例の一部を改正する条例の一部改正 

 ○ 美濃加茂市税条例の一部を改正する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

１号）の一部改正（附則第６条関係） 

 軽自動車税（三輪以上の軽自動車の取得者に課税）の環境性能割の廃止に

伴い、種別割に関する条文中、「軽自動車税の種別割」を「軽自動車税」に改

正します。 

 

◎ 施行期日等（附則） 

 ○ 施行期日（第１条） 

この条例は、令和８年４月１日から施行します。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行します。 
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(1) 第２８条の２第１項ただし書、第２８条の３の２及び第２８条の３の３

の改正並びに附則第３条の２の改正及び附則第３条の３の２第１項の改正

（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令

和１２年」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令

和９年１月１日 

(2) 第４２条の改正及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

(3) 第２６条の８第２項の改正並びに附則第３条の４の改正（「附則第５条

の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、

附則第５条の２の改正及び附則第１７条の２の改正（同条第１項及び第２

項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条

第４項の規定 令和１０年１月１日 

(4) 附則第３条の４の改正（前号に掲げる改正を除く。）及び附則第２０条の

２の次に１条を加える改正並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品

取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第

●●号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

 

 ○ 経過措置（第２条、第３条及び第４条） 

   市民税、固定資産税、軽自動車税について、それぞれ経過措置を定めます。 

 

◎ 専決日 

  令和８年３月３１日 
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〔承第５号〕 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

   【議案書：６７頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和８年４月１日 

改正された法令 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

条例改正に影響

する条 

法附則第１５条、法附則第２５条及び法附則第２６条 

〇 条例改正趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月３１日に公布され、地方

税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行いました。 

 

◎ 改正の主な内容  

○ 条項の整理（附則第２項、附則第３項、附則第４項、附則第５項、附則第

９項、附則第１０項、附則第１１項、附則第１２項、附則第１３項、附則第

１４項、附則第１５項及び附則第１６項関係） 

  趣 旨：課税標準の特例を規定している地方税法附則第１５条が改正された

ことによる引用条項を整理するものです。 
 
 ○ 改修特別特定建築物に対する規定の新設（附則第７項及び附則第８項関

係） 
  趣 旨：地方税法の改正にあわせて字句等の改正を行うとともに、改修特別

特定建築物に対する税額の減額措置のわがまち特例の割合を定め

る規定を新設するものです。 
 
◎ 施行期日等（附則） 

 〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和８年４月１日から施行します。 

 

〇 経過措置（第２項及び第３項） 

１ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の美濃加茂市都市計画税

条例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和

７年度分までの都市計画税については、なお従前の例によります。 
２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一
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部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利

便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対

して課する都市計画税については、なお従前の例によります。 
 

◎ 専決日 

  令和８年３月３１日 
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〔議第４２号〕 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

【議案書：７２頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴

うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府

令（令和８年内閣府令第３号） 
条例改正に影響

する施行日 

令和８年４月１日（児童福祉法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第２９号）附則第３条に、施行日から

起算して１年を経過する日までの間、改正後の内閣府

令を条例で定めた基準とみなす経過措置が規定） 

改正された法令 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成

２６年内閣府令第３９号。以下「基準府令」という。） 
条例改正に影響

する条 

基準府令第２条、第６条、第７条、第１３条、第２５条、

第３５条、第３６条、第３７条、第３９条、第４０条、

第４１条、第４２条、第４３条、第４６条、第４７条、

第４９条、第５０条、第５１条、第５１条の２及び第５

２条 
〇 条例改正趣旨 

   基準府令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 
 
◎ 改正の主な内容 

〇 満３歳以上限定小規模保育事業の創設に係る改正（第２条、第７条、第

８条、第１４条、第２６条、第３６条、第３７条、第４０条、第４１条、第

４２条、第４３条、第４４条、第４７条、第４８条、第５０条、第５１条、

第５２条、第５３条及び附則第５条関係） 

   満３歳以上限定小規模保育事業の創設に伴い、用語等の整理を行うもの

です。 

 

○ 満３歳以上限定小規模保育事業の利用定員（第３８条関係） 

   満３歳以上限定小規模保育を行う事業所ごとに、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第１９条第２号に掲げる満３歳以上の小学校

就学前の子どもの利用定員を定めることを規定するものです。 
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 ○ 満３歳以上限定小規模保育事業の利用の選考（第４０条関係） 

   満３歳以上限定小規模保育の利用申込みが利用定員を超える場合は、保

育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上認定子どもが優先的に利

用できるよう選考することを規定するものです。 
 
○ 満３歳以上限定小規模保育事業の特定教育・保育施設等との連携（第４

３条関係） 

   満３歳以上限定小規模保育事業者は、他の特定教育・保育施設等との連

携協力を確保することとし、保育の提供の終了に際しての園児の連携施設

への受け入れに関する協力は不要となることを規定するものです。 

 
 ○ 満３歳以上限定小規模保育事業の特定利用地域型保育の基準（第５２条

の２関係） 
   満３歳以上限定小規模保育事業者が、特別利用地域型保育を提供する場

合には、地域型保育事業の基準を遵守すること、満３歳以上保育認定子ど

もの総数が利用定員を超えないこと、特定地域型保育事業者の公正な方法

により選考すること、食事の提供に要する費用を徴収すること等を規定す

るものです。 

 
◎ 施行期日等（附則） 

 〇 施行期日（第１項） 

  この条例は、公布の日の翌日から施行します。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行します。 

 〇 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項及び第６条第３項

の条例で定める日（第２項） 
  児童福祉法等の一部を改正する法律(令和７年法律第２９号)附則第３条

第４項及び第６条第３項の条例で定める日は、この条例の公布の日としま

す。 
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〔議第４３号〕 

  美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

【議案書：９２頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 ①学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童

対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行

規則（令和７年内閣府令第１０４号） 
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する内閣府令（令和８年内閣府令第１０号） 
③児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に

伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣

府令（令和８年内閣府令第３号） 
条例改正に影響

する施行日 

①令和８年１２月２５日 

②令和８年４月１日 

③令和８年４月１日 
改正された法令 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成

２６年厚生労働省令第６１号。以下「基準省令」とい

う。） 

条例改正に影響

する条 

基準省令第 1 条、第６条、第１３条、第１８条、第２

７条、第２９条、第３５条、第４８条及び附則第３条 
〇 条例改正趣旨 

   基準省令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 
 
◎ 改正の主な内容 

 〇 児童対象性暴力等の防止に係る改正（第１３条関係） 

   利用乳幼児を適切に保護するため、家庭的保育事業者等が、児童等対象

業務従事者に係る犯罪事実の確認その他の必要な措置を講じなければなら

ない旨を規定するものです。 

 

〇 小規模保育事業所Ａ型等における、みなし保育士に係る改正（第３０条、

第３２条、第４５条及び第４８条関係） 

   小規模保育事業所Ａ型等において、特定理学療法士等を１人に限り、保

育士とみなすことができること、看護師等及び特定理学療法士等が保育を

行う際には、保育士による支援体制を確保しなければならないことを規定
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するものです。 

 
〇 満３歳以上限定小規模保育事業の創設に係る改正（第２条、第７条、第

１９条、第２８条、第３０条、第３６条及び附則第３条関係） 

   満３歳以上限定小規模保育事業の創設に伴い、用語等の整理を行うもの

です。 

  

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

  この条例は、公布の日の翌日から施行します。ただし、次項の規定は公布

の日から、第１３条の改正は令和８年１２月２５日から施行します。 

 〇 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項及び第６条第３項

の条例で定める日（第２項） 

   児童福祉法等の一部を改正する法律(令和７年法律第２９号)附則第３条

第４項及び第６条第３項の条例で定める日は、この条例の公布の日としま

す。 
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〔議第４４号〕 

  美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

【議案書：１００頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対

象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規

則（令和７年内閣府令第１０４号） 
条例改正に影響

する施行日 

令和８年１２月２５日 
 

改正された法令 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令

和７年内閣府令第１号。以下「基準府令」という。） 

条例改正に影響

する条 

基準府令第１３条の２ 

〇 条例改正趣旨 

   基準府令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 
 
◎ 改正の主な内容 

 ○ 児童対象性暴力等の防止（第１４条の２関係） 
   利用乳幼児を適切に保護するため、乳児等通園支援事業者が、児童等対

象業務従事者に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じなければなら

ない旨を規定するものです。 
 

◎ 施行期日（附則） 

  この条例は、令和８年１２月２５日から施行します。 
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〔議第４５号〕 

   美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１０２頁】 

◎ 改正の概要 

 〇 法改正情報 

公布された法令 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第５９号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和８年６月１４日 

改正された法令 ・出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１

９号。以下「入管法」という。） 

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７

１号。以下「入管特例法」という。） 

条例改正に影響

する条 

・入管法第１９条の１５の２ 

・入管特例法第１６条の２ 

〇 条例改正趣旨 

法改正により、在留カード等と個人番号カードを一体化した特定在留カ

ード又は特定特別永住者証明書が交付されるようになるため、個人番号カ

ードに加えて、特定在留カード等を追加するものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

特定在留カード等を追加（第１０条の２関係） 

特定在留カード及び特定特別永住者証明書を追加します。 

 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 

 

-14-



〔議第４６号〕 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１０４頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令（令和８年政令第１７９号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和８年５月２７日 

改正された法令 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

（昭和３１年政令第３３５号） 

条例改正に影響

する条等 

第１１条 

〇 条例改正趣旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに

伴い、所要の改正を行うものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

〇 葬祭補償の定額部分の額の引上げ（第１８条関係） 
現行の３１５，０００円から３３０，０００円に引き上げます。 

 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第 1項） 

この条例は、公布の日から施行します。 

〇 経過措置（第２項及び第３項） 

１ この条例による改正後の美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例（以下「改

正後の条例」という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」

という。）以後に支給すべき事由が生じた美濃加茂市消防団員等公務災害補償

条例第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について

適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の

例とします。 

２ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による

改正前の美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例（以下「改正前の条例」とい

う。）第１８条の規定による金額により支給されたもの又は改正前の条例附則

第６条の規定による金額により支給されたもの（その額が６６０，０００円未

満であるものに限る。）の支払は、改正後の条例第１８条の規定による金額に

より支給されるべき葬祭補償の内払とみなします。 
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〔議第４７号〕 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

    【議案書：１０６頁】 

◎ 改正の概要 

 投票時間の短縮に合わせて、投票所の投票管理者及び投票所の立会人の日

額報酬を１０時間分の日額とします。これによって全ての職との権衡が図れ

ます。また投票所の投票管理者の報酬を時間単位で支給することができるよ

うにします。 

期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人及び指定施設の不

在者投票における外部立会人の報酬を明確にするため、時間額での表記とし

ます。 

 

◎ 改正の主な内容 

〇 投票所の投票管理者及び投票所の投票立会人の日額報酬を１０時間分で

の表記（第２条及び第５条関係）  

投票所の投票管理者は、１３時間分の「日額１４，５００円」から１０

時間分の「日額１１，１５４円（時間を単位に従事した場合は、時間額を

支給することができる）」に、投票所の投票立会人は、１３時間分の「日額

１２，４００円」から１０時間分の「日額９，５３９円」に変更します。 

 

〇 期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人及び指定施設の

不在者投票における外部立会人の報酬の表記を日額から時間額に変更（第２

条及び第５条関係）  

期日前投票所の投票管理者は、「日額１２，８００円（時間を単位に従事

した場合は、時間額を支給することができる）」を「時間額１，１１４円」

に、期日前投票所の投票立会人は、「日額１０，９００円（時間を単位に従

事した場合は、時間額を支給することができる）」を「時間額９４８円」に、

及び指定施設の不在者投票における外部立会人は、「日額１２，４００円

（時間を単位に従事した場合は、時間額を支給することができる）」を「時

間額１，４５９円」に表記を変更します。 

 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

この条例は、公布の日から施行します。 
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〇 経過措置（第２項） 

改正後の美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後にその期日を公示され又は告示される選挙又は投

票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された

選挙又は投票については、なお従前の例によることとします。 
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